
令和５年度埼玉県地域公共交通運行継続支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 県は、物価高騰による大きな影響を受けながらも運行を継続している地域公共

交通事業者に対し、予算の範囲内において令和５年度埼玉県地域公共交通運行継続支

援金（以下「本支援金」という。）を交付する。 

２ 本支援金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和４０年埼玉

県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 乗合バス事業者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者をいう。 

二 法人タクシー事業者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハの一般乗用旅客自動車

運送事業を経営する者のうち、法人をいう。 

三 個人タクシー事業者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハの一般乗用旅客自動車

運送事業を経営する者のうち、個人をいう。 

四 地域鉄道事業者 

鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第３条第１項の国土交通大臣の許可を受

けた者のうち、国土交通省が地域鉄道事業者一覧に掲載している事業者をいう。 

 

（交付対象） 

第３条 交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

 一 別表１に定める交通事業者 

 二 令和５年４月１日以降、運行を継続している者 

 三 事業継続の意思を有する者 

 

（交付額） 

第４条 本支援金の交付額は、別表２に定めるとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第５条 本支援金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、令和５年

度埼玉県地域公共交通運行継続支援金交付申請書（様式第１号）にその他付属資料を



添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、規則第１３条の規定による報告書を兼ねるものとする。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号の書類は省略するものとする。 

 

（交付決定の通知等） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書及び同第１４条の交付額確定通知書は令和５年

度埼玉県地域公共交通運行継続支援金交付決定兼交付額確定通知書（様式第２号）の

とおりとし、本支援金の交付決定及び交付額確定により申請書の内容のとおり請求が

あったものとみなす。 

２ 知事は、本支援金を交付しないことを決定した場合は、令和５年度埼玉県地域公共

交通運行継続支援金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものと

する。 

 

（本支援金の支払） 

第７条 本支援金の支払は、交付決定及び交付額確定後、口座振替により行う。 

 

（決定の取消し等） 

第８条 知事は、交付決定後に交付対象でない事実や不法又は不正な行為を行ったこと

が明らかになった場合は、交付決定を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、本支援金の支払後においても適用があるものとする。 

３ 規則第１７条及び第１８条で定める補助金等の返還、加算金及び延滞金の規定は前

２項の規定により本支援金を取り消した場合について準用する。 

 

（補助事業の経理等） 

第９条 支援対象事業者（本支援金の交付を受けるものをいう。）は、支援事業の経理

について支援事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備

し、常にその収支を明らかにしておかなければならない。 

２ 支援対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を支援金の交付を受けた日の属する年

度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存して

おかなければならない。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１０条 支援対象事業者は、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」について、本支援

金の交付申請前に確認しなければならず、支援金交付申請書の提出をもってこれに同

意したものとする。 

  

 



（その他の必要な事項）  

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関するその他必要な

事項は知事が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和５年６月２３日から施行する。 

 

 

別表１（第３条関係） 

区  分 対象事業者 

乗合バス事業者 県内に本社又は営業所を置く事業者（※） 

法人タクシー事業者 県内に本社又は営業所を置く事業者（※） 

個人タクシー事業者 県内に営業所を置く事業者（※） 

地域鉄道事業者 県内に本社を置く地域鉄道事業者 

※ 令和５年５月３１日時点で県内の本社又は営業所に配置する事業用自動車であ

ってガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とするもの（市町村コミュニティバス

専用車両、市町村デマンド交通専用車両は除く。以下「対象車両」という。）が１台

以上ある事業者に限る。 

 

別表２（第４条関係） 

区  分 交付額 

乗合バス事業者 対象車両１台当たり５万５千円 

法人タクシー事業者 対象車両１台当たり１万２千円 

個人タクシー事業者 対象車両１台当たり１万２千円 

地域鉄道事業者 対象車両１両当たり５４万１千円 

 ※ 車両数については令和５年５月３１日時点において、申請事業所の事業に使用で

きる状態の車両の数とする。 

 ※ 地域鉄道事業者が保有する車両については、電気を動力として運行される車両に

限る。 

  



別紙（第１０条関係） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び

完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽で 

あり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一 

切申し立てません。  

 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平 

   成 23 年埼玉県条例第 39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

   であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役 

   員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい 

   う。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。 

   以下同じ。）であるとき。  

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 

   を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する 

   など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 

   とき。  

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され 

   るべき関係を有しているとき。 

 


